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館山市 

地域課題解決チャレンジ事業補助金 

- 申請要領 - 
 

 

 

 

 

   ＜受付期間＞ 

    令和６年４月１５日（月）～６月２１日（金） 

 

   ＜提出先＞ 

    館山市経済観光部 雇用商工課 商工係 

     住  所：〒294-0036 館山市館山 1564-1 “渚の駅”たてやま内 

     連 絡 先：0470-22-3362 
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Ⅰ 概要 

 １ 趣旨 

  この補助金は、館山市の産業の振興を図るため、クラウドファンディング型ふるさと

納税を活用して資金募集を行い、地域課題の解決や地域資源の活用に繋がる事業を起業

する方の経費の負担軽減を図ることを目的としています。 

 

 ２ 補助対象事業 

  次のいずれかに該当する事業が対象となります。 

  (１) 地域課題の解決に資する事業 

  (２) 地域資源の活用に資する事業 

 

 ３ 補助対象経費 

項目 内容 

機械装置等費 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費（汎用性が高く

使用目的が特定されないものを除く。） 

広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等の作成及び広報媒体等の活用のため

に要する経費 

ウェブサイト 

関連費 

販路開拓等を行うためのウェブサイト及びＥＣサイト等の開発、構築、

更新、改修、運用等に要する経費 

開発費 新商品の試作品及び包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デ

ザイン、製造、改良、加工等をするために要する経費（開発・試作した

商品をそのまま販売する場合を除く。） 

使用料及び 

賃借料 

補助事業の遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料、事

務所・店舗等の借上げ料等に要する経費（１２月分（当該年度分）を限

度とする。） 

委託・外注費 上記に該当しない経費であって、店舗の改修工事その他の補助事業の遂

行に必要な業務を第三者に委託するために要する経費（自ら実行するこ

とが困難な業務に限る。） 

その他 その他市長が必要と認める経費 

 ※ 資本金、人件費、借金の返済に要する経費及び消耗品費は対象外です。 

 ※ 補助事業の認定申請時に起業の日から１２か月を経過していない者が補助金を申請



 

２ 

 

する場合は、補助事業の認定後に支出する経費が対象となります。 

 ※ 国、県、その他自治体から起業に関連する補助を受ける場合は、当該補助の対象とな

る経費は、この補助金の対象経費から除外してください。 

 

 ４ 資金募集目標額 

  補助対象経費の額、又は１００万円のいずれか低い額 

 

 ５ 補助額 

  資金募集の結果に応じて補助額を算定します。 

  (１) 募集額が資金募集目標額を下回った場合 

     ⇒募集額に、不足額の 80％を上乗せした額（1,000円未満切り捨て）を補助 

  (２) 募集額が資金募集目標額を上回った場合 

     ⇒募集額を補助 

  ※ 募集額は、クラウドファンディング型ふるさと納税で集まった資金から、資金募集

にかかった経費を差し引いた額 

  ※ 不足額は、資金募集目標額から募集額を差し引いた額 

 

  補助額の算定例は次のとおりです。 

 

 

 ６ 補助事業の認定 

  補助事業の認定申請時に提出した事業計画書（第３号様式）の書類審査、また、必要

に応じてプレゼンテーション審査を行い、補助事業を認定します。 

①資金募集目標額は、1,000千円（上限）で算出

②手数料は、20％と仮定し算出

★募集額が目標額（1,000千円）を上回っていれば、市からの補助は募集額のみとなる。 （単位：千円）

目標額 寄附金 手数料 募集額 不足額 上乗せ率 上乗せ額 補助額

Ａ Ｂ Ｃ＝Ｂ×20％ Ｄ＝Ｂ－Ｃ Ｅ＝Ａ－Ｄ Ｆ Ｇ＝Ｅ×Ｆ Ｈ＝Ｄ＋Ｇ

1,000 0 0 0 1,000 80% 800 800

1,000 500 100 400 600 80% 480 880

1,000 900 180 720 280 80% 224 944

1,000 1,000 200 800 200 80% 160 960

1,000 1,250 250 1,000 0 80% 0 1,000

1,000 1,500 300 1,200 0 80% 0 1,200

1,000 10,000 2,000 8,000 0 80% 0 8,000

1,000 100,000 20,000 80,000 0 80% 0 80,000

↑市の上乗せ額



 

３ 

 

 ７ 資金の募集 

  認定された補助事業を対象に、クラウドファンディング型ふるさと納税により、資金

を募集します。 

  資金の募集期間は、令和６年１０月３日（木）～１２月３１日（火）【予定】 

 

 ８ スケジュール 

 

 

  

① 補助事業の認定申請 申請期間：4/15～6/21

② 審査 事業内容の審査：7月下旬～8月上旬頃 

③ 事業の認定 補助事業を認定し、認定結果を通知

④ 資金募集 募集期間：10/3～12/31

⑤ 補助金交付申請 市で申請内容を確認

⑥ 交付決定通知 市から交付決定

⑦ 事業の完了 年度末までに補助事業を完了

⑧ 実績報告提出 事業完了後30日以内に報告

⑨ 補助金交付請求 市から支払い次第終了

認定された

事業の実施
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Ⅱ 交付対象者 

 １ 交付対象の要件 

  この補助金の交付対象者は、次の(１)～(７)のいずれにも該当する者となります。 

  (１) 次のいずれかに該当する者 

   ア）館山市内に居住し、館山市の住民記録台帳に記録されている者 

   イ）館山市内に本店を有し、かつ、その代表者が ア に該当する法人 

  (２) 市税等の滞納がない者 

  (３) 令和７年３月３１日までに起業を予定している者、又は補助事業の認定申請時に

起業の日から１２か月を経過していない者 

  (４) 館山市内に事業所等を設置している者、又は設置しようとしている者 

  (５) 許認可等が必要な起業の場合は、既に当該許認可等を受けている者 

  (６) 起業した後、中小企業者となる者 

     （中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者（風俗営業を行う者を除く）） 

  (７) クラウドファンディング型ふるさと納税による資金募集の結果、募集額が資金募

集目標額に達しなくても、補助事業を実施する者 

 

 ２ 交付対象外の要件 

  次のいずれかに該当する場合は、この補助金の交付対象者になりません。 

  (１) 他の者が行っていた事業を継承して行う者 

  (２) 仮設又は臨時の店舗、その他その設置が恒常的ではない店舗で事業を行う者、又

は行おうとする者 

  (３) フランチャイズ契約を締結し、実施する者 

  (４) 館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例に基づく奨励金を受ける者 

  (５) その他市長が適当ではないと認める者 

 

 ３ 起業とは 

  新たな事業の開始であり、次のいずれかに該当するものをいいます。 

  (１) 事業を営んでいない個人が所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９条に規

定する開業の届出により行うもの 

  (２) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して行うもの 

  (３) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの 

  (４) 法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの 



 

５ 

 

 

 ４ 起業の日とは 

  事業を営まない個人が行う場合にあっては開業の日、法人を設立して行う場合にあっ

ては法人設立の日又は事業を営む個人若しくは法人が行う場合にあっては新たな事業の

開始の日をいいます。 
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Ⅲ 申請手続き 

 １ 申請期間 

  令和６年４月１５日（月）から６月２１日（金）まで 

 

 ２ 申請書類の提出窓口 

  館山市経済観光部雇用商工課窓口 

  住  所：館山市館山 1564-1 “渚の駅”たてやま内 

  電  話：0470-22-3362 

  受付時間：8:30～17:00 ※土日、祝日を除く 

 

 ３ 申請書類の配付場所 

  以下の場所で、この補助金の申請書類を配付します。 

  (１) 館山市経済観光部雇用商工課窓口 

     住  所：館山市館山 1564-1 “渚の駅”たてやま内 

     電  話：0470-22-3362 

     受付時間：8:30～17:00 ※土日、祝日を除く 

 

  (２) 館山市ホームページ 

     以下のページから申請書類をダウンロードできます。 

     https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100066.html 

 

 

 

 

  

https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100066.html


 

７ 

 

 ４ 申請書類 

  以下の申請書類を提出してください。 

  ※ 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。 

  ※ 申請書類の返却はいたしません。 

  ※ 申請書類を持参する際、受付時に訂正していただく場合もあるため、訂正印をお持

ちください。 

 申請書類 チェック 

① 
館山市地域課題解決チャレンジ事業補助金対象事業認定申請書

【第１号様式】 
□ 

② 市税等の完納証明書【第２号様式】 □ 

③ 
申請者（法人の場合は代表者）の住民票の写し 

※ 本籍及び筆頭者の記載は省略可 
□ 

④ 

登記事項証明書の写し 

※ 法人で既に登記を済ませている場合に限る 

※ 未取得の場合は、取得後に提出すること 
□ 

⑤ 

個人事業の開廃業等届出書 

※ 個人事業者で既に開業している場合に限る 

※ 未取得の場合は、取得後に提出すること 
□ 

⑥ 

営業許可証の写し 

※ 許認可を必要とする業種の場合に限る 

※ 未取得の場合は、取得後に提出すること 
□ 

⑦ 事業計画書【第３号様式】 □ 

⑧ 
補助対象経費にかかる見積書及び契約書の写し又はこれらに類す

るもの 
□ 

⑨ その他市長が必要と認める書類 □ 
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Ⅳ 留意事項 

 １ 補助事業者の責務 

  (１) 産業経済団体への積極的な加入に努めるとともに、館山市又は産業経済団体が行

う産業の振興のための事業に積極的に参加し、協力するよう努めること。 

  (２) 館山市創業支援等事業計画に定める創業支援セミナーを受講するよう努めるこ

と。 

  (３) クラウドファンディング型ふるさと納税による資金提供者に対して、自社製品

（商品）の試供品送付、事業所見学、事業の経過報告など、補助事業に継続して

関心をもってもらうための取組を行うこと。 

  (４) 補助事業を変更・中止・廃止したときには、資金提供者に対し、当該変更等の経

緯、理由、既に実施した部分にかかる事業報告を行うこと。 

  (５) 資金提供者との間に紛争が生じたときは、補助事業者の責任により解決するこ

と。 

 

 ２ 財産の管理及び処分 

  (１) 補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等について、補助事業が完了し

た後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

  (２) 上記の設備等を処分してはならない。ただし、補助事業が完了した日から５年を

経過したとき、又は市長が特に認めたときは、この限りではない。 

 

 ３ 補助事業の認定取り消し、補助金の返還 

  次のいずれかに該当する場合は、補助事業の認定、又は補助金の交付の決定を取り消

すことがある。既に交付した補助金があるときは、補助金の全部、又は一部の返還を命

じるものとする。 

  (１) 法令又はこの補助金の交付要綱に違反したとき。 

  (２) 偽りその他不正の手段により補助事業の認定を受け、又は補助金の交付を受け、

もしくは受けようとしたとき。 

  (３) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。 

 


